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り
一
昨
年
四
月
よ
り
実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
事
務
改
善
で
役
場
一
が
も
っ
て
い
く
方
法
を
と
る
。
た
と
え
ば
印
鑑
証
明
で
い
ま

一
の
窓
口
を
一
本
に
統
合
し
ま
し
た
が
住
民
登
録
簿
が
一
ケ
所
に
一
す
ぐ
い
る
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
本
庁
か
ら
直
ち
に

一
な
い
た
め
事
務
処
理
を
複
雑
化
し
事
務
の
正
確
化
、
た
と
え
ば
一
職
員
が
出
張
所
ま
で
出
て
い
っ
て
証
明
す
る
方
法
を
と
る
。

一
新
し
く
小
学
校
に
入
学
す
る
方
、
新
し
く
選
挙
権
の
で
き
る
方
一
そ
の
他
住
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
低
下
さ
せ
な
い
た
め
あ
ら
ゆ

一
又
は
敬
老
者
、
成
入
者
等
い
ろ
い
ろ
役
場
で
人
を
対
象
と
し
た
一
る
方
法
を
考
え
る
。

百
三
調
査
を
し
た
場
合
正
確
な
調
査
が
で
き
ず
調
査
も
れ
に
な
っ
た
一
二
、
出
張
所
の
建
物
は
出
張
所
と
し
て
利
用
す
る
外
そ
の
地
域

信
一
り
氏
名
生
年
月
日
等
大
切
な
こ
と
が
間
違
っ
て
い
た
り
す
る
こ
一
住
民
の
た
め
に
な
る
施
設
と
し
て
活
用
す
る
。
(
地
区
に
よ
り

λ

「

と

が

多

く

あ

り

ま

す

。

一

例

外

は

あ

る

)

一
も
ち
ろ
ん
役
場
の
事
務
改
善
は
職
員
が
い
ろ
/
¥
事
務
的
な
仕
一
三
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
費
の
面
で
も
節
約
で
き
る
よ

一
事
を
簡
素
化
し
、
安
い
経
費
で
最
大
の
行
政
効
果
を
あ
げ
る
こ
一
う
に
な
る
の
で
と
れ
は
建
設
的
な
仕
事
の
経
費
に
ふ
り
む
け

一
と
も
理
由
の
一
つ
で
す
が
、
ま
ず
一
番
の
基
本
的
な
考
え
方
は
一
て
い
く
。

〉
一
直
接
住
民
に
関
係
の
深
い
こ
の
窓
口
の
事
務
を
一
ケ
所
で
正
確
一
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
も
と
に
、
出
張
所
の
事
務
を
役
場
に
う

U
〓
に
処
理
し
先
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
皆
さ
ん
に
御
迷
惑
を
か
け
一
っ
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た

一
な
い
よ
う
ナ

i
ピ
ス
の
強
化
を
は
か
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
り
一
将
来
の
長
浜
町
発
展
の
た
め
に
皆
さ
ん
の
御
協
力
を
お
願
い
し

一

ま

す

。

一

ま

す
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一
こ
う
し
て
住
民
登
録
簿
を
役
場
の
窓
口
に
う
つ
し
ま
す
と
、
い
一

一
ま
ま
で
出
張
所
で
と
り
扱
っ
て
い
た
住
民
登
録
、
印
鑑
、
配
給
一
「
住
民
相
談
室
」
を

了

一

等

の

事

務

一

は

役

場

の

窓

口

で

な

い

と

で

を

な

い

こ

と

に

な

り

ま

一

ご

利

用

下

さ

い

同
一
す
。
し
か
し
こ
う
し
た
ζ

と

に

よ

り

、

町

民

の

皆

さ

ん

に

御

不

一

-

一
便
を
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
い
け
ま
せ
ん
の
で
そ
の
後
一
役
場
の
げ
ん
か
ん
を
入
っ
て
右
側
「
住
民
相
談
室
」
が
で
き

一
の
取
扱
い
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
一
て
い
ま
す
皆
さ
ん
で
町
政
に
対
す
る
御
意
見
そ
の
ほ
か
ど
ん
な

一
一
、
出
張
所
に
は
連
絡
員
と
し
て
職
員
を
駐
在
さ
す
。
そ
う
し
一
事
で
も
窓
口
の
受
付
係
に
申
し
出
て
下
さ
れ
ば
町
長
以
下
係
員

一
て
今
後
役
場
に
移
さ
れ
る
事
務
も
今
ま
で
戸
籍
謄
本
等
の
講
一
が
出
向
き
ま
し
て
お
話
を
伺
い
皆
さ
ん
の
ご
相
談
に
応
じ
善
処

一
求
の
取
次
を
し
て
い
た
よ
う
な
方
法
で
行
う
。
こ
の
場
合
急
一
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
か
気
軽
な
お
気
持
で
こ

以
一
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
連
絡
の
あ
り
次
第
直
ち
に
職
員
一
の
相
談
室
を
御
利
用
に
な
っ
て
下
さ
い
。
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窓

口

の

し

る

べ

四
一
戸
籍
、
住
民
登
録
関
係
の
届
出
に
つ
い
て
役
場
出
張
所
へ
と
一
す
れ
ば
一
度
で
す
べ
て
の
手
続
ぎ
が
す
み
ま
す
。

瓦
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あ
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一
早
く
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円
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通
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町
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簿
の
な
一
身
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一
一
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地
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れ
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す
。
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一
一
匹
い
志
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し

た
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っ
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地
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〉
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一

夫
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証

人

二

人

の

印

鑑

一

一

一
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は

で

き

ま

せ

ん
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↑
転
入
届
一
十
四
日
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転
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証
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書
〔
元
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村
一

l
i
l
i
l
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1
1
1
1
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内
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E
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蜘
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の
他
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J
¥
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け
に
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い
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わ
か
ら
な
い
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印

鑑

=

口
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っ
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出
張
所
の
事
務
が

役
場
の
窓
口
に
移
さ
れ
ま
す

場
一
慨

所

持

役

一

明

行
賠
町
一
戸
開

発
一
服
浜
一
庁

長
一
附印

ニ月の人口動態

男 87 0 8 
女 9.47 7 
計 18.185

世帯数 4.1 5 8 
(末日現在)

出生 25 死亡 15
婚姻 21 離婚 l 

選挙投票状況 議 .A. 
":zx' 4蕎 成 表 ー

町
議
会
の
構
成
決
定
リ
ハ

町

一一羽

記ι
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訂長1

80.88 

|月2i F!実施|月 11月実施

町長選挙

|月26日実施

知事選挙第

81.06 

8J.88 

89.21 

69.91 

78.90 

81.57 

78.16 

85.25 

84.96 

81.83 

78.56 

81.98 

81.15 

76.27 

町
村
合
併
後
初
め
て
実
施
さ
れ
た
大
選
挙
区
制
に
よ
る
町
議
会
議
員
選
挙
後
初
の
町

議
会
が
去
る
二
月
八
日
招
集
さ
れ
次
の
通
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

労| 町議選挙%

192.89 I 
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長
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宮

亀

久

雄

こ
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権

擁

護
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員
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法

務

副

議

長

後
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熊
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臣

が

民

間

か

ら

人

権

思
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に
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寸
I
l
l
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-
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理
解
の
あ
る
人
格
者
を
選
ん
で

島

一

総

務

一

@

西

村

護

一

小

西

豊

巴

、

東

豊

零

中

略

さ

れ

て
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る
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で

あ

り

ま

員
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、
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地
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石

田
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方
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の
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の
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を

守
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一

委

員
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猛
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郎
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L
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時
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検
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を
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菅
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国
鉄
雄

白
滝
分
団

知
事
表
彰
者

長
浜
分
団
長

久
保
勝
輔

大
和
副
分
団
長
西
岡
清
高

櫛
生
第
一
部
長
高
橋
二
回
岡

県
消
防
協
会
長
表
彰
者

長
浜
分
団
班
長
潟
東
武
行

。

井

上

勝

喜

青

島

分

間

班

長

後

藤

修

喜
多
灘
分
団
班
長
魚
見
栄
一

グ

山

根

安

夫

櫛
生
分
団
部
長
武
田
輝
義

出

海

分

団

山

下

吉

久

大
和
分
団
斑
長
白
石
平
八

。

寺

田

照

夫

大

和

分

団

久

保

正

吉

白
滝
分
団
班
長
渡
辺
政
春

。

田

中

定

幸

白

滝

分

団

渡

辺

都

卓

長
浜
分
間
班
長
池
内
定
雄

櫛
生
分
団
班
長
坂
東
武
夫

出

海

分

団

和

田

英

吉

櫛
生
分
団
部
長
谷
間
玉
輝

横
道
太
鑑

宮
田
茂

鎌

亀

田

四

郎

氏

(
豊
茂
)

が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た

我

々

の

基

本

的

人

権

を

守

る

人

権

擁

護

委

員

に

長浜町消防団出初式
あた たう線大上等並消名お長前初
り方尚。ちを橋挙来に防参い浜九式長
まは当 に最よ行賓大協力日て小時が浜
す 次 日 終後りさ多初|会 J国学三三町
。の表 了にのれ数警よ県員校十J:I1月
通彰 し盛放、出察り庁六々分ニ防
りさ ま会水長席署係、百庭よ日団
でれ しの訓浜の長官県余にり午出

消
防
団
員
以
外
で
火
災
消
火

に
協
力
し
そ
の
功
績
に
よ
り
町

長
表
彰
を
受
け
た
方

出
海
中
学
校
生
徒
会
員
一
同

出

海

川

上

邦

夫

車

西

山

一

一

止

(
出
海
火
災
時
の
協
力
)

長

浜

石

田

福

松

(
船
火
事
の
際
乗
務
員
敏
助
)

人
M
e

人
M

人

M
清

水

亮

大

野

健

一

窪

猛
沼
田
孝
幸
西
山
仙
一

長
浜
分
団

中

川

浮

夫

奥

野

彰

一

山

田
幸
太
郎
榊
原
敬
助
東
秀

行
青
島
分
団

宮
井
敬
光

喜
多
諜
分
団

伊
藤
要
私
矢
野
元
喜
通

櫛
生
分
団

兵
頭
時
続
松
浦
昭
則
三

田
高
博

出
海
分
団

鈴
木
光
男

大
和
分
間

大

野

和

徳

大

津

幸

利

松

本
利
久

白
滝
分
団

別

宮

久

夫

平

田

謁

信

山

本
秘
蔵

長
浜
町
長
表
彰
者

長
浜
分
団

竹
内
洋
次
郎
田
淵
五
同
ハ
コ

谷

田

和

三

商

田

元

也

渡

笠
次
康
奥
田
健
一
武
田

清

山

本

謙

市

上

回

喜

義

青
島
分
団

浜

井

誉

播

本

亮

喜
多
灘
分
団

山

根

功

一

西

山

清

文

東

武
利
東
賢
一

櫛
生
分
団

松
本
賢
二
小
日
中
止
樹

J
坂

田

行

義

小

森

岩

樹

加

判

勝

利

上

田

茂

弘

¥

』

出

海

分

団

一

鎌
田
彦
一
河
井
昭
昌
垣
一

内

筆

男

石

山

車

一

且

一

大

和

分

間

一

菊
地
広
毅
山
木
民

国

敬

助

西

村

久

大

宮

一

清

重

菊

地

以

也

一

白

滝

分

団

一

玉
井
三
亜
山
本
通
雄
山
一

本
建
一
宮
本
政
義
大
野
一

浦

衛

清

水

正

義

後

藤

讐

記
林
富
美
雄z年

な

♂~ー.ー
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{、

扱
い
に
つ
い
て

虚
偽
の
申
告
を
さ
れ
る
と
一
年

以
下
の
懲
役
又
は
二
十
万
円
以

下
の
罪
金
が
課
さ
れ
申
告
を
し

な
か
っ
た
場
合
は
三
万
円
以
下

県
民
税
の
申
告
書
を
直
按
郵
送
一
の
過
料
に
処
せ
ら
れ
、
し
か
も

い
た
し
ま
ず
か
ら
該
当
事
項
に
一
地
方
税
法
上
の
諸
控
除
が
一
切

記
載
の
上
記
名
捺
印
し
て
役
場
一
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
そ
れ
だ

税
務
課
宛
提
出
し
て
下
き
い
。
一
け
多
額
の
税
金
を
負
担
す
る
こ

①
そ
の
他
一
般
の
納
税
者
の
方
一
と
に
な
り
ま
す
か
ら
必
ず
三
月

に
つ
い
て
は
一
二
月
十
日
頃
ま
で
一
二
十
H
ま
で
に
正
し
い
申
告
を

に
区
長
さ
ん
を
通
じ
て
申
告
書
一
し
て
下
さ
い
。

を
送
付
し
革
す
。
申
告
書
の
記
一
五
、
一
般
用
(
簡
易
申
告
書
)

載
に
つ
い
て
は
記
載
要
領
を
よ
一
以
外
の
申
告
書
に
よ
っ
て
申
告

く
読
ん
で
正
直
に
書
ぎ
入
れ
て
一
を
要
す
る
方
は
次
の
よ
う
な
方

下
さ
い
。
正
し
い
申
告
書
と
な
一
々
で
す
。

る
よ
う
に
前
年
中
に
所
得
が
あ
一
①
昭
和
三
十
七
年
中
の
所
得
額

っ
た
と
認
め
ら
れ
る
方
に
は
役
一
が
百
万
円
を
超
え
る
方
で
す
。

場
で
調
査
し
た
資
料
に
基
い
て
一
こ
の
該
当
者
に
は
別
に
(
施
行

所
得
標
準
額
を
別
紙
に
記
載
し
一
規
則
第
五
号
の
囚
様
式
)
申
告

て
申
告
書
と
一
諸
に
送
り
ま
す
一
害
ー
を
送
付
し
ま
す
。

か
ら
自
巳
の
計
算
に
よ
る
所
得
一
(
問
給
与
所
得
者
で
昭
和
三
十
七

額
と
よ
く
検
討
し
て
記
載
し
て
一
年
中
に
所
得
の
法
定
限
度
額
を

下

さ

い

。

一

超

え

る

医

療

費

の

支

出

が

あ

っ

①
役
場
か
ら
同
封
し
た
所
得
標
一
た
方
で
領
収
証
等
証
愚
書
類
の

準
額
に
つ
い
て
異
議
の
な
い
方
一
あ
る
方
(
給
与
所
得
者
用
医
療

は
そ
の
ま
L
申
告
書
に
記
載
し
一
費
控
除
申
告
書
)

て
記
名
捺
印
を
さ
れ
区
長
さ
ん
一
(
川
給
与
所
得
者
で
昭
和
三
十
七

ま
で
提
出
し
て
下
さ
い
。
な
お
一
年
中
叉
は
前
年
前
一
一
一
年
以
内
の

異
議
の
あ
る
方
は
申
告
書
の
欄
一
各
年
に
生
じ
た
火
災
と
か
盗
難

外
に
(
任
意
)
と
書
い
て
い
た
一
等
の
雑
損
失
の
あ
っ
た
方
で
事

だ
き
、
自
己
の
計
算
さ
れ
た
所
一
実
を
証
す
る
託
忍
書
類
の
あ
る

得
金
額
を
記
載
し
て
記
名
捺
印
一
方
(
給
与
所
得
者
団
雑
損
控
除

を
さ
れ
区
長
さ
ん
ま
で
提
出
し
一
申
告
書
給
与
所
得
者
用
繰
越
控

て

下

さ

い

。

一

除

申

告

書

)

三
、
コ
一
月
二
十
日
ま
で
に
申
告
一
六
、
申
告
書
の
記
載
要
領
に
つ

さ
れ
た
方
は
所
得
金
額
又
は
税
一
い
て

磁
の
計
算
に
つ
い
て
諾
控
除
が
一
〈
わ
し
い
こ
と
は
申
告
書
を
受

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
一
け
と
ら
れ
て
か
ら
申
告
書
の
記

ま

す

。

一

載

要

領

を

御

覧

下

さ

い

。

な

お

四
、
虚
偽
の
申
告
を
し
た
考
及
一
疑
問
な
点
は
町
役
場
税
務
課
へ

ぴ
申
告
を
し
な
か
っ
た
者
の
取
一
お
問
い
合
せ
下
さ
い
。

固
定
資
産
課
税
台
帳
の

縦
覧
に
つ
い
て

昭
和
一
一
一
十
八
年
度
固
定
資
産
一
覧
し
て
下
さ
い
。
な
お
縦
覧
の

の
評
価
額
が
決
定
し
ま
し
た
の
一
場
所
は
本
人
が
居
住
を
さ
れ
て

で
地
方
税
法
第
四
一
五
条
の
規
一
い
る
地
区
の
大
字
別
と
な
っ
て

定
に
よ
り
一
一
一
月
一
お
り
ま
す
。

一
白
か
ら
二
十
一
長
浜
本
庁
大
字
長
浜
大
字
仁

日
ま
で
二
十
日
一
久
大
字
青
島
大
字
黒
田
大
字
沖

間
長
浜
町
役
場
一
浦

及
び
各
出
張
所
一
喜
多
灘
出
張
所
大
字
今
坊

に
お
い
て
縦
覧
一
櫛
生
出
張
所
大
字
櫛
生
大
字

に
供
し
ま
す
。
一
須
沢

こ
の
期
間
中
縦
一
出
海
出
張
所
大
字
出
海

覧
は
無
料
で
あ
一
大
和
出
張
所
大
字
上
老
松
大

り
ま
す
か
ら
該
一
字
下
須
戒
大
字
穂
積
大
字
豊
茂

当
資
産
の
あ
る
一
白
滝
出
張
所
大
字
白
滝
大
{
子

方
は
自
由
に
縦
一
柴
大
字
戒
川
大
字
大
越

町
民
税
県
民
税
の

申
告
に
つ
い
て

第73号(二)

町民税県民税事業税の

申告期限は

3月初日です

て
昭
和
三
十
八
年
一
月
一

日
現
在
で
長
浜
町
に
住
所
を
有

す
る
個
人
で
昭
和
三
十
七
年
中

に
所
得
の
あ
る
方
(
給
与
所
得

の
み
の
所
得
者
は
除
く
)
は
町

民
税
県
民
税
の
計
算
に
必
要
な

こ
と
が
ら
を
申
告
し
な
く
て
は

ニ
な
り
ま
せ
ん
。
但
し
給
与
所
得

一
者
で
も
給
与
の
支
払
を
す
る
者

一
(
事
業
主
)
が
給
与
支
払
報
告

一
書
の
提
出
を
し
て
い
な
い
場
合

一
は
個
人
が
申
告
を
し
な
〈
て
は

一
な
り
ま
せ
ん
。

り
一
①
記
載
の
要
点
は
昭
和
三
十
七

一
年
中
の
所
得
金
額
、
所
得
金
額

一
か
ら
控
除
さ
れ
る
こ
と
が
ら
、

一
税
金
か
ら
佳
除
さ
れ
る
こ
と
が

一
ら
そ
の
他
必
要
な
こ
と
が
ら

再
』
一
市
給
与
所
得
以
外
の
所
得
と
は

7a一
商
業
、
工
業
、
農
業
、
医
業
、

一
漁
業
等
の
事
業
を
営
ん
で
い
る

一
人
や
山
林
そ
の
他
の
資
産
を
譲

一
渡
し
た
人
又
は
地
代
家
賃
配
当

}
一
日
雇
賃
金
外
交
員
な
ど
の
所
得

。
-
一
を
有
す
る
方
で
す
。

一
二
、
申
告
期
限
は
毎
年
三
月
二

一
十
日
で
す
申
告
書
は
次
の
要
領

一
で
提
出
し
て
下
さ
い
。

'
一
の
所
得
税
の
碓
定
申
告
を
さ
れ

ね
一
る
方
は
例
年
の
通
り
税
務
署
の

ii一
申
告
相
談
が
行
わ
れ
ま
す
の
で

，
一
所
得
税
の
申
告
を
済
ま
さ
れ
た

)
一
ら
引
続
い
て
町
民
税
県
民
税
の

円
汀
一
申
告
を
し
て
下
さ
い
。

発
一
(
何
事
業
所
得
者
で
所
得
税
の
申

回
一
告
は
さ
れ
な
い
が
事
業
税
の
申

肌
一
告
を
さ
れ
る
方
は
県
事
務
所
の

毎
一
申
告
相
談
が
行
わ
れ
ま
す
の
で

(
一
事
業
税
の
申
告
を
済
ま
さ
れ
た

一
ら
引
続
い
て
町
民
税
県
民
税
の

一
申
告
を
し
て
下
さ
い
。

一
(
何
青
色
申
告
者
に
つ
い
て
は
事

6
土
来
税
の
申
告
書
と
共
に
町
民
税

-
I
J
 

月つ
u年ou 

門
ペ
)和昭

所得税の

申告納付期限は

3月 15日です

正しい申告で有利な納税を

、，-

若

い

人
グ
食
物

人
々
は
よ
く
外
面
的
に
美
し

く
な
る
こ
と
に
努
力
を
お
し
ま

な
い
よ
う
で
す
。
だ
け
ど
こ
れ

は
荒
か
べ
に
上
ぬ
り
す
る
の
と

同
じ
よ
う
に
、
す
ぐ
ば
け
の
皮

が
は
が
れ
て
し
ま
い
、
品
あ
る

美
し
さ
は
保
て
な
い
の
と
同
じ

で
す
。

理
態
的
な
美
し
さ
は
化
粧
等
に

よ
る
外
面
的
な
も
の
と
、
食
物

に
よ
る
内
面
的
な
も
の
と
、
心

の
化
料
法
を
か
ね
そ
な
え
た
人

が
真
の
美
し
い
人
と
い
え
る
で

1
U
ト
」
民
『
ノ
。

で
は
今
回
は
内
面
美
容
で
あ

る
と
こ
ろ
の
食
べ
る
こ
と
飲
む

事
で
若
さ
を
保
た
せ
ま
し
ょ
う

よ
く
美
容
食
と
い
わ
れ
る
言
葉

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
一
品

の
み
を
と
り
上
げ
て
い
う
の
で

L
f
F
i
t
s
 

二
組
合
せ
、

こ
っ
て
よ
い

二
蛋
白
質
と

美

肌

μ

二
ま
す
。
こ

こ
は
美
肌
は

は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
夏
三
ピ
タ
ミ

か
ん
や
、

ν
モ
ジ
が
い
い
か
ウ
て
パ
タ
ー

と
い
っ
て
、
そ
れ
の
み
で
美
土
等
に
多
い

さ
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
一
「
会
凡

で

す

。

一

一

1
!

こ
れ
に
果
物
の
も
つ
ピ
タ
ミ
ア
一

C
や
ク
エ
シ
酸
を
利
用
す
る
光
一
正
月
以

め
に
は
他
の
栄
養
が
完
全
に
と
一
人
も
多
い

れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
一
モ
チ
は
ね

わ
け
で
す
。
み
か
ん
の
ビ
タ
ミ
一
仲
々
消
化

γ
C
で
顔
の
し
み
を
と
ろ
う
と

思
っ
て
も
そ
れ
の
み
で
は
果
せ

な
い
の
で
す
。
か
え
っ
マ
査
長

質
(
牛
乳
、
卵
.
魚
、
肉
、
大

豆
等
に
多
い
)
や
脂
肪
が
不
足

し
て
皮
膚
は
黒
く
ガ
サ
/
¥
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
美
容

食
と
は
卒
直
に
い
っ
て
や
は
り

よ
り
美
し
く
な
る
た
め
に
栄
養

的
に
み
て
効
果
の
あ
る
食
品
の

止

J 

~ と

、.、
色白になりたい人の

献立例

J、司、

あ
ん
ま
等
の
無
資
格

者
の
取
り
締
り
協
力

に
つ
い
て
お
願
い

次
の
こ
と
に
つ
い
て
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す

コい

て
無
資
格
の
あ
ん
ま
師
、
は

り
師
、
き
ゅ
う
師
、
及
ひ
柔
道

整
腹
師
、
並
び
に
医
業
類
似
行

為
者
に
は
か
か
ら
な
い
よ
う
に

す
る
と
共
に
、
そ
れ
ぞ
れ
免
許

を
持
ち
届
出
を
し
て
い
る
業
者

に
か
か
り
、
正
し
い
施
術
を
受

け
る
こ
と
。

二
、
無
資
格
で
こ
れ
ら
の
こ
と

を
業
と
し
て
行
っ
た
も
の
は
、

あ
ん
ま
町
、
は
り
師
、
き
ゅ
う

師
、
及
び
柔
道
整
腹
師
法
第
一

条
並
び
に
第
十
二
条
違
反
と
な

り
処
罪
さ
れ
る
こ
と
。

三
、
こ
れ
ら
無
資
格
者
(
も
ぐ

り
)
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
時

は
保
健
所
へ
ご
連
絡
願
い
た
い

こ
と
ロ
(
大
淵
保
健
所
)

農
業
構
造
改
善

事
業
に
つ
い
て

ω

前
口
す
に
引
続
き
自
由
貿
ゐ
に
一
た
も
の
が
価
格
の
変
動
が
出
来

よ
る
我
が
国
の
影
響
を
考
え
て
一
る
と
共
に
安
く
な
り
又
は
価
格

み
ま
し
ょ
う
。
自
由
貿
易
と
は
一
差
が
大
き
く
て
売
れ
な
い
も
の

皆
さ
ん
御
承
知
の
通
り
商
人
の
で
も
で
き
て
き
ま
す
。

手
で
勝
手
に
好
き
な
品
物
を
自
一
で
は
何
を
ど
の
程
度
作
れ
ば

由
に
輸
入
出
来
る
こ
と
で
す
。
一
今
後
の
農
業
経
営
が
成
立
す
る

今
迄
は
い
く
ら
外
国
に
安
い
良
一
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
一
番

い
品
物
が
余
っ
て
い
て
も
園
内
一
む
つ
か
し
い
問
題
で
す
が
結
論

の
価
格
維
持
の
た
め
輸
入
を
制
一
は
な
か
な
か
で
ま
せ
ん

J

国
内

限
し
て
い
た
物
資
が
大
量
に
入
一
の
消
費
の
延
び
と
輸
出
入
の
見

荷
す
れ
ば
国
内
の
生
産
者
は
直
一
込
等
に
よ
り
状
況
は
変
化
し
ま

ち

に

困

り

ま

す

。

こ

の

た

め

輸

一

す

。

、

入
の
制
限
と
安
い
品
物
え
は
関
一
こ
の
目
様
を
立
て
る
た
め
符
ム

税
を
か
け
高
価
に
し
て
価
格
の
一
外
国
の
経
営
規
模
や
生
産
物
の

つ
り
あ
い
を
と
っ
て
国
内
の
物
一
価
格
を
見
て
推
定
収
益
見
込
額

も
売
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
し
一
を
た
て
て
み
ま
し
ょ
う
。

た
。
こ
れ
が
一
部
為
替
管
理
等
一
先
ず
耕
地
面
績
を
比
較
し
て
み

に
よ
る
制
限
が
残
る
と
は
言
え
一
ま
す
と
次
の
通
り
で
す
。
一

輸
入
量
の
制
限
を
と
か
れ
関
税
一
経
営
耕
地
面
積
の
比
較

率
も
順
次
引
下
げ
て
行
か
ね
ば
一
資
料
日
本
昭
和
三
十
年

な

ら

な

〈

な

り

手

。

こ

の

た

「

!

仏

国

ヒ

什

陪

伊

め

輸

送

の

関

係

で

制

約

さ

れ

る

(

ヘ

ク

タ

ー

ル

Y

オ

l
ス
ト
ラ
リ
ヤ
七
九
、
八

以
外
の
も
の
は
自
然
外
国
産
の

タ

タ

カ

ナ

ダ

六

一

一

、

一

九

価

格

と

同

等

又

は

そ

れ

以

下

で

米

国

問

。

、

四

な
け
れ
ば
売
れ
な
い
こ
と
に
な
イ
シ
グ
ラ
シ
ド
ヮ
一

U
M

り

ま

す

。

今

迄

は

主

要

な

作

物

一

一

二

、

四

は

作

り

さ

え

す

れ

ば

売

れ

、

又

一

心

一

泊

4
ノ

f
L

そ

れ

に

見

合

う

収

益

が

得

ら

れ

四

、

主

ベプスデ
ノレラエジ

ギン 17
!スデ l

ジク

四
、
四
一

四
、
三
一

三
、
六
一

0
、
九
一

こ
の
通
り
反
当
り
収
量
で
は

世
界
一
と
言
わ
れ
る

H
本
も
反

当
り
で
倍
量
の
収
穫
は
出
来
ま

せ
ん
。
何
倍
か
の
面
積
を
持
つ

大
農
経
営
が
ま
た
ま
た
今
回
経

営
規
模
を
大
き
く
せ
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
っ
て
お
る
現
状
で
す

次
に
価
格
を
み
て
下
さ
い
。
資

料
が
多
少
土
口
い
で
す
が
現
在
で

は
こ
の
差
が
も
っ
と
大
き
く
な

っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
め
農

業
構
造
改
善
も
こ
れ
ら
に
対
杭

し
て
行
く
た
め
の
大
規
模
化
を

行
な
い
生
産
価
格
の
引
下
げ
が

必
要
と
な
る
の
で
す
。
貧
農
切

捨
施
策
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
て

も
止
む
を
得
な
い
面
も
あ
る
の

は
こ
の
た
め
で
す
。

， 

日イオ西
タラド
リシイ

本 ダ ヅ

而
し
少
規
模
農
業
を
全
部
切
捨

て
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
機

械
化
が
で
を
ず
、
大
規
模
化
の

出
来
な
い
も
の
、
輪
送
の
困
難

な
も
の
、
外
国
で
は
で
き
な
い

も
の
、
で
き
て
も
味
覚
の
点
で

有
理
な
も
の
、
消
費
の
延
び
が

大
き
い
も
の
等
色
々
の
特
色
を

生
か
す
こ
と
に
よ
り
対
抗
策
は

一
あ
る
の
で
す
。
而
し
現
在
の
状

一
態
で
は
穀
物
や
畜
産
物
が
一
番

一
の
強
敵
で
あ
る
こ
と
は
充
分
考

一
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
適
地

、

ロ
ロロ

目

米

(

六

ob吋
当
)

小

麦

(

庁

)

大

麦

(

五

十

五

均

)

と
う
も
ろ
こ
し
(
六

O
勾
当

大

豆

(

ム

ハ

O
均
)

パ
タ

l

(

一
ポ
シ
ド
)

砂

糖

(

六

O
U吋
)

に
適
作
目
を
見
出
し
量
産
し
て

安
く
す
る
こ
と
が
基
本
問
題
と

な
っ
て
を
ま
す
。
構
造
改
善
の

目
標
も
土
地
基
盤
の
整
備
、
省

力
の
た
め
の
諸
施
設
と
農
業
近

代
化
の
た
め
の
機
械
化
が
主
力

と
な
っ
て
き
た
ゆ
え
ん
で
す
。

そ
れ
で
は
こ
の
長
浜
町
は
何

を
主
体
作
物
と
し
、
と
の
よ
う

に
の
ぼ
し
て
い
く
か
が
問
題
で

す。第
一
号
(
十
月
号
)
て
述
べ
た

よ
う
に
、
こ
の
選
定
を
あ
や
ま

れ
ば
現
在
よ
り
農
業
経
営
が
困

難
と
な
る
こ
と
は
前
述
の
通
り

で
す
。
こ
れ
は
皆
さ
ん
の
総
意

に
よ
り
充
分
検
討
し
て
決
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す

が
現
在
は
次
の
よ
う
に
考
え
て

お
り
ま
す
。

①
海
岸
地
域
温
州
み
か
ん

①
大
和
白
滝
地
域
温
州
み

か
ん
、
酪
農
、
養
蚕

理
由
、
海
岸
地
区
の
み
か
ん

和
三
十
三
年
度

昭

国
内
回
価
格

C
J
F
価
格

一
ニ
、
八

O
O円
三
一
、
一

O
O円

二
、
一

O
O

て
四
五

O

一
、
六
五

O

て
一

0
0

一
、
四
五

O

て
三
五

O

三
、
九

O
O

一
、
二
五

O

コ一

O
O

一二

O

回
、
七

O
O

、
0
0
0

は
誰
も
異
議
は
な
い
と
思
い
ま
一

す
。
反
当
収
益
多
く
少
農
形
態
一

の
当
地
区
に
あ
て
は
ま
る
の
は
一

勿
論
生
活
の
向
上
に
よ
る
生
食
一

の
向
上
と
加
工
に
よ
る
輸
出
の
一

増
大
で
今
後
の
消
費
見
通
し
が
一

明
る
く
気
候
風
土
に
適
し
、
他
十

作
物
よ
り
優
位
に
立
っ
て
い
る
一

こ
と
は
周
知
の
通
り
で
す
。
一

聞
大
和
白
滝
地
域
ィ
、
海
一

岸
に
準
じ
一
応
果
樹
の
出
来
る
一

地

弘

へ

の

果

樹

生

産

一

理
由
前
項
に
準
じ
ま
す
が
適
一

地
に
比
し
準
適
地
と
思
わ
れ
る
一

と
こ
ろ
は
縫
詰
加
工
等
を
主
自
一

的
と
し
て
も
他
作
物
よ
り
有
利
一

で
あ
る
こ
と
と
思
は
れ
る
の
と
一

広
面
積
が
確
保
で
き
る
可
能
性
一

の
大
き
い
こ
と
で
海
岸
地
区
に
一

対

抗

で

ぎ

る

こ

と

。

一

口
、
酪
農
理
由
現
在
棺
当
一

数
飼
育
し
て
お
り
収
入
順
位
が
一

高
い
事
但
し
酪
農
は
個
々
の
経
一

営
状
態
よ
り
見
て
今
後
五
頭

t
一

一
O
頭
と
増
加
可
能
の
農
家
に

限
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ

は
自
由
貿
易
に
よ
り
第
一
に
影

響
を
受
け
る
も
の
が
畜
産
で
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
現
在
、
生

乳
の
消
費
増
大
に
伴
う
こ
れ
が

供
給
に
自
給
飼
料
を
主
体
と
し

た
生
産
原
価
の
切
下
け
を
行
な

い
尚
か
つ
引
合
う
経
営
を
や
れ

る
見
込
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
条
件
で
す
。

ハ
、
養
蚕
理
由
化
学
繊

維
の
発
達
に
よ
る
需
要
の
増
大

は
余
り
望
め
な
い
が
世
界
市
場

に
お
け
る
絹
の
需
要
は
い
ぜ
ん

保
ち
合
っ
て
お
り
生
活
水
準
の

世
界
的
昂
騰
に
つ
れ
高
級
品
の

需
要
も
下
ら
な
い
傾
向
に
あ
る

の
と
。
価
格
さ
え
下
げ
れ
ば
需

要
も
ま
だ
ま
だ
増
加
す
る
の
で

は
な
い
か
と
見
込
ま
れ
る
こ
と

で
す
。
而
し
こ
れ
も
中
国
と
い

う
生
樗
費
の
安
い
競
争
相
手
の

あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
相
手
国
の
増
産
に
よ
り

大
量
に
出
廻
れ
ば
価
格
の
引
下

げ
は
必
要
で
あ
り
こ
の
た
め
の

集
団
組
放
省
力
化
の
飼
育
可
能

地
帯
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

以
上
の
理
由
で
こ
の
目
標
を

も
っ
た
わ
け
で
す
が
こ
れ
に
対

す
る
皆
さ
ん
の
批
判
も
あ
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
近
く

行
い
ま
す
説
明
会
で
充
分
話
し

合
い
を
行
な
い
た
い
と
思
い
ま

す
。
(
次
回
長
浜
町
の
現
況
と

奨
来
の
構
想
)

" 

く交
し薄
ま事f

し故|
ょを|
ラな|

交
通
事
故
を
防
ぐ
た
め
に
こ
れ

だ
け
は
絶
対
に
守
っ
て
下
さ
い

。
運
転
者
の
皆
さ
ん
へ

一
、
規
則
で
定
め
ら
れ
た
速
度

で
運
転
し
ま
し
ょ
う
。

二
、
酒
を
呑
ん
で
運
転
す
る
の

は
や
め
ま
し
ょ
う
。

三
、
免
許
を
と
ら
な
い
で
運
転

す
る
の
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

四
、
交
叉
点
、
ま
が
り
角
で
は

必
ず
じ
よ
行
し
ま
し
ょ
う
。
ゐ

五
、
脇
見
運
転
は
や
め
ま
し
ょ
一

J

『
ノ

六
、
追
越
は
安
全
な
と
こ
ろ
で

し
ま
し
ょ
う
ρ

七
、
踏
切
は
一
た
ん

A
J
J
十
川

左
右
の
安
全
を
子
、

;
1
一

通
り
ま
し
ょ
う
。
一

。
自
転
車
に
乗
る
人
へ
一

一
、
夜
間
乗
る
時
は
必
ず
灯
火
一

を

つ

け

て

下

さ

い

。

一

二
、
右
折
、
左
折
の
手
信
す
た
ブ

し
て
下
さ
い
。

一
二
、
二
人
乗
り
は
1

り
ま
し
み
E

Z
1ノ

o

m

四
、
傘
を
さ
し
て
乗
る
こ
と
は
一

危

険

で

す

。

一

五
、
手
放
し
乗
車
は
や
め
ま
し
一

ト
j
h
k
ノ

司

六
、
大
き
な
荷
物
を
積
ま
な
い
一

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
一

七
、
せ
ま
い
道
路
か
ら
広
い
道
一

路
に
入
る
時
は
安
全
を
た
し
一

か
め
て
進
み
ま
し
ょ
う
。

a

O
歩

く

人

へ

九

一
、
道
路
の
右
側
を
通
っ
て
下
一

さ

い

。

一

ご
、
道
を
横
切
る
と
き
は
安
全
一
一
一

を
た
し
か
め
て
、
ま
っ
す

f
一

に
早
く
通
り
ま
し
ょ
う
。
一

一4

寸
車
の
す
ぐ
後
や
前
を
横
断
一

す
る
こ
と
は
危
険
で
す
。
一

閥
、
信
号
機
の
あ
る
道
で
は
青
一

色
の
と
を
に
進
み
ま
し
ょ
う
一

五
、
交
叉
点
で
は
士
阜
に
注
意
し
一

i
J
J

て
急
に
と
び
出
さ
な
い
よ
・

7戸

に
し
ま
し
ょ
う
。

大
洲
警
察
署

青
島
丸
の
運
航
は
青
島
汽
船

有
限
会
社
で
行
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
去
る
町
議
会
で
町
営
と

す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

r 
l 今、

吋‘~. --~ 

青
島
丸
が

町

営


